
 

ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策 

（国内制限措置等の延長と一部変更） 

 

２０２１年５月１９日 

在ギリシャ日本国大使館 

 

ギリシャ政府が国内制限措置を延長・一部変更しましたので、お知らせします。今

回の措置の有効期間については、５月２４日午前６時までとなっています。  

 

 今回の延長にともなう主な変更点は次のとおりです。なお、５月１３日に当館からお

知らせをさせていただきましたが、その後、大きな変更点はありません。 

●国内でのフェリー等船舶乗船、国内航空便搭乗時には、次のいずれかの証明書等

の提示義務を負う： 

（１）ワクチン接種証明書 

（２）新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書（出発前７２時間以内のＰＣＲ検査陰

性結果証明書、出発前２４時間以内のラピッドテスト、または出発前２４時間以内のセ

ルフテストの陰性結果証明書） 

（３）発症後２～９か月以内の新型コロナウイルス疾患または感染証明書 

 

■「制限措置の一覧」（当館作成資料）については、下記リンクからご確認ください。 

https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20210518_kokunai.pdf 

   

■「制限措置の詳細と外出時の申告方法など」（当館作成資料）については、下記リ 

ンクからご確認ください。  

https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20210518_gaisyutsu.pdf 
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